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-6-２．データ越境のユースケースと課題

課題①：

サプライチェーンがグローバルな為、欧州電池法規遵守の為に
必要なデータが、サプライヤ国のデータ越境規制に左右されるリスク

課題②：

バッテリーパスポートのように、企業の競争にかかるようなデータの
開示を強制され、ガバメントアクセスされるリスク
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-8-参考)データ越境_中国データ3法

[JETRO] 「自動車データセキュリティの管理に関する若干の規定（試行）」の概要
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/cab5342d8483ef26/20210084_04.pdf
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データ域外移転安全評価弁法のプロセス

データ保有者から、国家インターネット情報部門に申
請を行い、データ越境可否が評価される

自動車データセキュリティの管理に関する若干の規定

•データ3法：「①個人情報保護法」「②サイバーセキュリティ法」「③データセキュリティ法」の総称。

•③に定義される“重要データ”に該当する場合は、データ越境ができない。

•データ越境移転可否を、国家インターネット情報部門（CAC)に申請し評価が必要。
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-9-３．リスクに対する打ち手の例

2024年6月26日、CACの庄栄文主任は、北京でドイツ連邦デジタル・交通省（BMDV）のVolker WISSING大臣
一行と会談し、双方は「データの越境移転における中独協力に関する覚書」に署名しました。

本覚書の枠組みの下、CACとBMDVは「中独データ政策・法規の交流」に関する対話メカニズムを設置し、国
境を越えたデータの流れに関する交流を強化し、両国企業のため、公平、公正、無差別なビジネス環境を構築す
る。

庄栄文氏は、中国はドイツと一緒に、今年4月、習近平国家主席と来訪したショルツ首相の協力に関するコンセ
ンサスを実行し、本覚書の調印をきっかけにして、中独サイバースペースに関する交流と協力を推し進め、より
多くの成果を得たい」と述べた。

Volker WISSING氏は、ドイツ側は、データの越境移転、AIなどの分野を非常に重視しており、中国側との交流
と協力を更に強化し、本覚書の実施を積極的に推進すると述べた。

庄荣文会见德国数字化和交通部部长维辛双方共同签署《关于中德数据跨境流动合作
的谅解备忘录》 中央网络安全和信息化委员会办公室 (cac.gov.cn)


